
公 益 社 団 法 人 岩 倉 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 推 進 事 業 費   

補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、公益社団法人岩倉市シルバー人材センタ

ー が 行 う 高 年 齢 者 就 業 機 会 確 保 事 業 に 要 す る 経 費 に 対 し 交

付 す る 公 益 社 団 法 人 岩 倉 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 推 進 事 業

費補 助金 （以 下 「補 助金 」と い う。） に関 し、 必要 な事 項を

定めるものとする。  

（補助対象経費）  

第２条  補助対象経費は、別表のとおりとする。  

（補助金の算定基準）  

第３条  補助金の交付額は、別表の基準額と対象経費 の実支出

額とを比較した少ない方の額と、総事業費から寄付 金及びそ

の他の収入を控除した額とを比較して、そのいずれか少ない

方の額以内とする。  

（補助金の申請）  

第４条  補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申

請書（様式第１）を市長に提出しなければならない。  

（補助金の交付決定及び通知）  

第５条  市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を

審査し適当と認めたときは、補助金の交付の決定をするもの

とする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を

達成するため必要と認めたときは、条件を付す ることができ

る。  

２  市長は、前項の補助金の交付の決定をした場合は、補助金

交付決定通知書（様式第２）により、速やかに通知しなけれ

ばならない。  

（事業計画の変更）  

第６条  補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）が当該決定に係る事業（以下「補助事業」という。）

の計画を変更しようとする場合は、直ちに事業計画変更届

（様式第３）を市長に提出しなければならない。  



２  市長は、前項の変更届を受理した場合は、その内容を審査

し適当と認めたときは、補助金変更交付決定通知書（様式第

４）により速やかに通知しなければならない。  

（事業実績報告書の提出）  

第７条  補助事業者は、補助事業が完了 した場合は、完了の日

から起算して３０日を経過した日又は当該年度終了後３０

日以内のいずれか早い時期までに、実績報告書（様式第５）

を、市長に提出しなければならない。  

（補助金の確定）  

第８条  市長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内

容を審査し、又は必要に応じ実地調査を行い、適当と認めた

場合は、補助金の額を確定するものとする。  

２  市長は、前項の確定をした場合は、補助金確定通知書（様

式第６）により、速やかに補助事業者に通知しなければなら

ない。  

（補助金の交付）  

第９条  市長は、補助事業の完了後、補助金を交 付するものと

する。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、そ

の全部又は一部を概算払とすることができるものとする。  

（補助金の請求）  

第１０条  補助金の請求を受けようとする補助事業者は、補助

金交付請求書（様式第７）を市長に提出するものとする。  

（補助金の取消し又は返還）  

第１１条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当し

た場合は、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は返還

を請求することができるものとする。  

  (1) 不正又は虚偽の申請により、補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。  

 (3) 補助金の運用又は補助事業の施行方法が不適当と認め   

られたとき。  

 (4) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。  

 (5) その他市長が必要と認めたとき。  

（指示等）  



第１２条  市長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要

な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができるもの

とする。  

（帳簿の整理）  

第１３条  補助事業者は、当該事業の施行に関し、必要な帳簿

を備え整理しておかなければならない。  

（財産の処分の制限）  

第１４条  補助事業者は、補助事業により取得 した財産を、市

長の承認を受けないで譲渡、交換、貸付け又は担保に供して

はならない。ただし、減価償却資産の耐用年数 等に関する省

令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている期間を

経過した場合は、この限りでない。  

（雑則）  

第１５条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が

別に定める。  

附  則  

この要綱は、昭和５９年４月１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は、昭和５９年１０月１１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は、昭和５９年１２月２２日から施行する。  

附  則  

この要綱は、昭和６０年４月１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は、平成元年７月７日から施行する。  

   附  則  

この要綱は、平成２年４月１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

  附  則  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  



附  則  

この要綱は、令和５年４月１ 日から施行する。  

  附  則  

この要綱は、令和６年３月１日から施行する。  



別表（第２条、第３条関係）  

区   分  対  象  経  費  基準額  

 

人件費  

事業実施に必要な次に掲げる経費  

 基本給、特別給与、諸手当、社

会保険料、福利厚生費、退職金掛

金  

 

 

市長が必

要と認め

た額  

 

運営費  

事業実施に必要な次に掲げる経費  

賃借料、公租公課、委託料、手

数料、負担金  

 

事業費  

事業実施に必要な次に掲げる経費  

 消耗品費、印刷 製本費、備品費、

修繕料、会議費、旅費、通信運搬

費、公租公課、保険料、賃金、諸

謝金、雑役務費  

固定資産取得費  
事業実施に必要な備品（ 100,000

円以上）等を購入するための経費  

 



様式第１（第４条関係）  

 

第      号  

年   月   日  

 

岩倉市長  殿  

 

 

団 体 名 

代表者名             

 

 

補助金交付申請書  

 

 

 公 益 社 団 法 人 岩 倉 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 推 進 事 業 費 補 助 金 に

ついて、下記のとおり交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

記  

 

 １  総 事 業 費     金             円  

 

 ２  補助金申請額     金             円  

 

 ３  添 付 書 類 

  (1) 事業計画書  

  (2) 収支予算書（別紙）  

  (3) 補助金所要調書  

  (4) その他市長が必要とする書類  

 



別紙  

 

収  支  予  算  書  

 

収入                        （ 単 位：円 ） 

項     目  金     額  積  算  の  基  礎  

岩倉市シルバー人材センター

推 進 事 業 費 補 助 金  

  

計    

 

支出                        （ 単 位：円 ） 

項    目  金    額  積  算  の  基  礎  

補 

助 

対 

象 

経 
費 

   

小  計    

対 

象 

外 

経 

費 

   

小  計    

合  計    

備 考  １  本 事 業 に 要 す る 収 入 及 び 支 出 を 記 載 し て く だ さ い 。  

   ２  支 出 の う ち 補 助 対 象 外 経 費 が な い 場 合 は 、対 象 外 経 費 欄 に 斜 線

を 引 い て く だ さ い 。  



様式第２（第５条関係）  

 

第      号  

年   月   日  

 

      殿  

 

 

岩倉市長            印  

 

 

補助金交付決定通知書  

 

 

     年   月   日 付 け    第    号 で 申 請 の あ っ た

補助金については、公益社団法人岩倉市シルバー人材センター推進

事業費補助金交付要綱第５条に基づき、下記のとおり交付する。  

 

 

記  

 

 

 １  補助金交付金額     金             円  

 

 ２  付 記 条 件 

 

 ３  留 意 事 項 

  (1) 別紙請求書を   月   日までに提出のこと。  

 

 

 

 

 



様式第３（第６条関係）  

 

第      号  

年   月   日  

 

岩倉市長  殿  

 

 

団 体 名 

代表者名  

 

 

事業計画変更届  

 

 

      年   月   日 付 け    第    号 で 申 請 し た 公

益社団法人岩倉市シルバー人材センター推進事業について、下記の

とおり変更したいので承認してください。  

 

 

記  

 

 １  変更後の補助金交付申請額   金         円  

      （補助金交付決定額   金         円）  

 

 ２  変更理由  

  

 

 

 

 

 

 



様式第４（第６条関係）  

 

第      号  

年   月   日  

 

        殿  

 

 

岩倉市長            印  

 

 

補助金変更交付決定通知書  

 

 

     年   月   日 付 け    第    号 で 届 出 の あ っ た

補助金については、公益社団法人岩倉市シルバー人材センター推進

事業費補助金交付要綱第６条第２項に基づき、下記のとおり変更し

交付する。  

 

 

記  

 

 

１  変更後の補助金交付金額    金          円  

     （補助金交付済金額    金          円）  

 

 ２  付 記 条 件 

 

 ３  留 意 事 項 

  (1)  別紙請求書を   月   日までに提出のこと。  

 

 

 



様式第５（第７条関係）  

 

第      号  

年   月   日  

 

岩倉市長  殿  

 

 

団 体 名 

代表者名             

 

 

実績報告書  

 

 

 このことについて、公益社団法人岩倉市シルバー人材センター推

進事業費補助金交付要綱第７条に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記  

 

 １  総事業費        金             円  

 

 ２  添付書類  

  (1) 事業実績報告書  

  (2) 収支決算書（別紙）  

  (3) 補助金精算書  

  (4) 財産目録、貸借対照表及び定款  

  (5)  その他市長が必要とする書類  

 

 

 

 



別紙  

 

収  支  決  算  書  

 

収入                        （ 単 位：円 ） 

項     目  金     額  積  算  の  基  礎  

岩倉市シルバー人材センター

推 進 事 業 費 補 助 金  

  

計    

 

支出                        （ 単 位：円 ） 

項    目  金    額  積  算  の  基  礎  

補 

助 

対 

象 

経 
費 

   

小  計    

対 

象 

外 

経 

費 

   

小  計    

合  計    

備 考  １  本 事 業 に 要 し た 収 入 及 び 支 出 を 記 載 し て く だ さ い 。  

   ２  支 出 の う ち 補 助 対 象 外 経 費 が な い 場 合 は 、対 象 外 経 費 欄 に 斜 線

を 引 い て く だ さ い 。  



様式第６（第８条関係）  

 

第      号  

年   月   日  

 

        殿  

 

 

岩倉市長            印  

 

 

補助金確定通知書  

 

 

     年   月   日 付 け    第    号 で 実 績 報 告 の あ

った補助金については、公益社団法人岩倉市シルバー人材センター

推進事業費補助金交付要綱第８条に基づき、下記のとおり補助金の

額を確定する。  

 

 

記  

 

 

 １  補助金の確定額      金             円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７（第１０条関係）  

 

 

補助金交付請求書  

（概算払、精算払）  

 

 

 

金                  円  

 

 ただし、公益社団法人岩倉市シルバ ー人材センター推進事業費補

助金として  

 

 

上記金額を補助金交付決定通知書を添えて請求します。  

 

 

年   月   日  

  

 

         団 体 名 

 

代表者名                

 

 

  岩倉市長  殿  

 


